
【新型コロナ感染予防の行動を続けてください！】 

４月から約2か月間にわたって京都府下に発出されていた緊急事

態宣言が、6 月 20 日に解除されました。 

感染者数が減少傾向にあって コロナ対応病床のひっ迫した状態

が改善されたことを受けて 宣言は解除されましたが、コロナの脅威

が去ったわけではありません。 緊急事態宣言が解除されても、いま 

私たちに求められているのは、ウイルスが存在し続けていることを

認識しての冷静な行動です。 

また 感染力が強く、重症化に陥りやすいとされるデルタ株（イン

ドで確認された変異株）の広がりによる再流行も危ぶまれています。 

宣言解除を受けて、人が集い、移動する機会が増加すると思いま

すが、これまでと同様に飲食を伴う集まりなどはできるだけ自粛し

ていただき、「飛沫防止の徹底」「会話する際のマスクの徹底」な

ど、感染の再拡大を招かないためにも、引き続き感染予防対策の徹

底をお願いします。 

 なお、感染対策のため午前中のみとしていました自治会事務所の

執務は、宣言解除を受けて通常執務（午後 3 時まで）に戻していま

す。 

 

 


